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×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××2006.8.30関電本社交渉記録の抜粋

「新しい耐震設計審査指針」で関電の原発はどうなる？
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

耐震設計審査指針検討分科会で８月２８日、指針の改
訂案が決定されました。その２日後の30日、新指針に基づ
いて関西電力が原発の耐震性をどのように 再評価しようと
しているのかを問いただすため、関電本社で交渉を持ち
ました。関電側は広報３名が対応し、若狭ネット側は１０名
で追及しました。新指針が原発の耐震性を抜本的に強化
することになるのか、それとも現状追認の骨抜きになるの
か、交渉の端々からその本質がかいま見えてきました。

以下はその記録の抜粋です。

野坂断層帯の評価

関電：野坂断層の海底の延長部に断層が存在しないのは、
既にある文献調査や音波探査資料の再解析によって確
認しております。推本（政府の地震調査研究推進本部）の
評価結果は既往の公表文献を整理・分析して様々な考え
を示しながら全国の活断層を一律に評価するために一定
のルールに従って、いろんな可能性が述べられています 。
推本の公表によって美浜発電所における活断層の活動
性の評価が変わるものではないと我々は思っております。
なお、今回おっしゃってるこの区間については日本原電さ
んが敦賀３・４号機の増設に伴って追加調査、音波探査を
されていますので、関西電力としてはその結果を評価分
析するつもりです。

音響基盤の露岩部をどうやって調査するのか？
しかも、調査できる会社は少ない

質問：ここは音波探査ではわからんと文献には書いている
けど。基盤がむき出しになって。（2000年の小松原氏らの
調査結果では、「野坂断層の北端は少なくとも約3.6 沖km
の海底まで追跡できる。そこから 断層系までの約4 のB km
区間では、断層を確認できなかった。この区間では音響
基盤が露岩し、断層の存否を含めて再検討する必要があ
る。」「音響基盤内部ないしその縁辺部に断層が存在する
可能性は否定できない。この区間でも断層が連続している
と考えた場合、野坂断層とＢ断層系を合わせた断層長は
約30 となる。」と指摘している。）km

関電：どうですかね。今海上で音波探査している。

質問：音波探査でわからんことがわかってて音波探査やっ
てるんでしょう。基盤がむき出しになってるんだから音波探
査以外の手法でないと分からんと文献には書いている。全
然違う音波探査か。業者は一緒か。

関電：業者はお答えできませんけれども。調査手法はみな
さんご存じのようにエアーガンとかウォーターガンという形
で音源を変えながら表層の所を細かく見たり、深いところ
を探りに行ったりというふうな調査を行うと聞いています。

質問：業者は何で公表できないんですか。設置許可申請
書に出ているでしょう。過去のやつは。

関電：契約がまだね。

質問：契約していない？まだ。

関電：日本原電さんの調査の話なので。

質問：他社のことだから？

関電：調査している会社はそんなに多くはございません。

質問：設置許可申請書に書いてあるわな。

関電：そのような範囲の･･･。

推本より関電の評価のほうが正確！？

質問：関西電力は海のほうに 断層がないとおっっしゃった
が、それはどういう根拠、調査で言われるのか。推本がつ
ながっていると判断した根拠と、貴方らがつながってないと
言われた根拠と、全く一緒の資料を見ている。

関電：その資料を見て、我々は「ない」と判断した。

質問：推本は同じ資料を見てつながっていると判断した。

関電：過去の文献調査や既存の音波探査なんかの結果
について我々の方で再解析を行って･･･。

質問：だから推本の学者よりも貴方らの方が偉いと。

関電：ま、そういう訳じゃございませんけど。

質問：データは同じなんですね。

関電：同じです。

野坂断層の海域への延長部を見逃していた！

質問：いや、違いますよ。既存の音波探査データを再確認
したとおっしゃいましたが、野坂断層の陸域から海の方へ
入ったところの結果が出ているのは2000年頃ですよね 。

関電：推本の公表される都度、内容を確認しに行ってます
ので、推本のもとになっているデータの確認には行ってま
す。その結果、活動性評価が変わらないと。

質問：推本に出てた2000年頃の音波探査では、野坂断層
は 海 域 部に
出ていた。海
岸 線 か ら未
知 の ４ のkm
所 へ 至 る ４

ほどの 部km
分ですね、あ
そこのデータ
は少 なくとも
関 電 が や っ
た過 去 の 音
波 探 査で は
出てきてない
ですね。

関電：出てな
かったという
か、まあ。

質問：海岸線
から延びてる
部分はないと
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判断しているのか。

関電：明確にそこが「ある」という話は聞いておりません。

質問：じゃあ、「ない」というわけ？

関電：「ある」という前提で話しをしてまして、切れてるという
評価をどうやってしたのかという確認をさせて頂いた。

質問：関西電力の評価は以前とは違っているということか。

関電：以前と違っているわけではない。

質問：設置許可申請書では野坂断層が海に入 る直前で
切れてるね。関電の調査は不十分だったというわけ？

関電：関電の調査が不十分というか 、美浜発電所につい
ては平成７年のバックチェックのときに出させて頂いたと思
いますけれども。そこについては、我々は当然見えている
ものとして社内で話させてもらってましたので、そこの確認
はしていない。ただ、消えていたところの評価に関しては
変わることがないということの確認をさせてもらっている。海
域のところで2000年の小松原さんの調査で見つかったと
いうことが、関電として「ある」という評価をしているかどうか、
明確な確認はしておりませんでしたので、宿題として･･･。

Ｂ断層系と野坂断層の地下構造をなぜ調べないのか？

関電：Ｂ断層系と野坂断層が地下深いところでつながって
いるかどうかですね。この区間でも日本原電さんが敦賀３・
４号増設に伴って音波調査を実施されてますので、これを
踏まえて関西電力としても判断したいと考えています。

質問：地下構造については判断するんだね。

関電：地下構造について判断というよりは、その断層帯に
ついて改訂された指針に基づいて評価を行っていきます。

質問：改定指針には地下構造を評価しろと書いてある。こ
れをどうやってするんですか。やったことがないんですよ。

関電：地下構造に関しては、今、調査の方も追加でやらせ
て頂いておりますし、発電所構内はボーリング調査、先週
から始まりましたけれども、それ以外の所も含めて一部トレ
ンチをしたり、構外でボーリングしたり、海上では音波探査
なんかをさせていただこうと進めております。それを踏まえ、
過去の既存の調査経過を踏まえて、今、敦賀３・４号の追
加調査という形で言いましたけれども、ここのところを、我
々の追加調査も踏まえ、過去の調査も踏まえて、改訂され
るだろう指針に適した形になるように 評価していきます。

質問：結果待ちという話だけど、美浜の方がもっと近いでし
ょう。本来は、関電が率先してやらなアカンのと違いますか。

関電：任せてるわけではなく、一部共同で実施しながら･･･。

質問：共同で今、実施しているんですか。

関電：共同っていうのは、敦賀３・４号の追加調査を共同で
するんじゃございません。我々としては美浜発電所周辺の
調査として、必要なところは追加でやろうと、海域で･･･。

質問：だけど、ここ、今問題にしてる所は追加していない。

関電：データを今待っておりますけれども。当然、不十分と
いう判断というか、我々として必要と思えば調査を広げて
やっていくと思います。改訂された指針に対して調査デー
タを集めていくと。当然、最近行われている海上保安庁の
調査なんかも含めて全部総合的な評価をしていくという形

になると思います。

地下構造は結局調べない？断層を「適切」に評価！？

質問：地下構造は調べるということだな？

関電：適切に評価していく。我々は広報なので正確に言う
と、地下構造を評価するというような 言い方はできません。

質問：「そうせい」と書いてある、指針改訂案では。

関電：少なくとも我々発電所周辺であれば、活断層が地震
の元、起震になりますので、その活断層に対して適切な評
価を行うための評価を行っていきます。

質問：活断層と震源断層は違いますよっていうのが基本で、
震源断層が地下にあって、それが一部出てきたのが活断
層だ。貴方らが「活断層が震源断層だ」と言うてたやつは
アカンというのが地震学会の常識であって、そういう認識
になってるわけです。そこら辺を新耐震で明確に書けと言
ったが、なかなか書いてはくれなかった。しかし、基本的な
認識はどうもそうみたいで、我々はそう理解したい。だから
活断層の長さが10 、20 と言っても、その地下に20 、km km km
30 があるんで、その震源断層を把握するために地下構km
造を見なさいよっていうのが新指針の趣旨やと我々は理
解したいと思うが。

関電：断層の長さを適切に評価しなさいということですね。

質問：そのためには地下構造を見なければならないし、海
底で表面に出てきている活断層が下の震源断層の長さと
どういう関係にあるのかを説明せなアカン。その説明がこ
れまでは設置許可申請書に全くなかった。それをやりなさ
いというのが今度の新耐震の趣旨だと我々は理解してる。
それを貴方らが本当にやるのか、「これまでと同じですよ」
と言うんかで、新耐震の精神が骨抜きなのか、実質強化な
のかが別れる。ここが指針の大きな改訂部分ですよ。

関電：震源となる断層を適切に評価するというのが当然で
す。必要な調査を行って、それを評価して、地震動の方へ
持ってきて評価を行う、という形が改訂指針で要求されて
ますんで、そのために必要な調査を行って、もしくは、調
査が不十分な所があれば追加調査を行って。

質問：これまでは海域の断層も、この17 が震源断層だとkm
いう評価をしていた。それも変わる。17 でいいかどうか、km
貴方ら説明せなアカン。

関電：求められている断層の大きさを評価しなければいけ
ないわけですから、例えば皆さんが言う、これが10 なのkm
か、17 なのか、またまた30 を越えるのかとか、そういうkm km
ものに対 して適切な評価を行って、それをもとにして、耐
震安全性の評価につなげていくという形になると思います。

隣接断層が連動しないという根拠を示せ！

質問：近くにある断層についても連動するかどうかについ
ての判断をきっちりやりなさいよというようなことが、どこか
に書いてあったと思う、新耐震に。野坂断層帯が推本の見
解が間違ってると、貴方らが言うに足る根拠を示さないか
ぎり、それを連動するとみなしなさいよというのが主旨だ。

関電：まあ、その主旨はちょっと。

質問：ここは新耐震の一番重要な所で、我々はそれをもっ
と明確に書けと「ご意見」で主張したが、「含まれてるから
変更の必要はない」というのが委員連中の見解なんで。つ
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まり、運用でどうなるかが決まるんです。だから新耐震はご
まかしで骨抜きだったというふうになるのか、新耐震で強化
されたというふうになるのか、貴方らの回答一つで決まる。

関電：言い方として申し訳ありませんが、指針が要求して
いるものに適した評価を行っていかないと･･･。

質問：貴方らがどうするかで指針の中身が決まるんですよ。
どっちでも理解できるような表現だ。

関電：我々は指針に適した評価をもっていきますし。

質問：だから指針が曖昧な表現に留まっているから、我々
心配なんですよ。これまでと同じ対応で来るんじゃないか
と。それができるような表現に留まっているんで「明確にせ
い」と我々は要求した。貴方らは明確にしたらアカンとプレ
ッシャーをかけたんだと思うけど。

関電：いやー。当然みなさんご存じだと思いますけど、指
針は指針で今作ってて、それに対して既設に対してもきっ
ちりチェックしていきますというのが当然方針としてあって、
原子力安全・保安院さんの中で、小委員会の場で既設の
耐震性評価の確認をどうしていくかという中で議論されて
いると思いますし、その中で地震の話、地震動の策定につ
いてどうするのかというのもされておりますので。

三方断層帯等の評価

関電：三方断層帯の地質調査に関してどのように 確かめる
のかというご質問ですが、答えとしては同じでして、日本原
電さんが３・４号増設で追加調査されてますので･･･。

質問：調査してるのは海域と陸域とのつながりの 部分だけ
だ。三方断層帯はズーッと長いが、陸域はついながってい
るという評価ですか。

関電：推本の評価をどう考えているかなんですけど、推本
による活断層の公表内容、さきほどと答えは同じですけど、
その都度内容を確認しておりまして、その中から重大な活
動性評価が変わるものでないということを確認しております。
そういう意味で原電さんの評価等も含めて結果を見て関
西電力としては今後判断をしていくというのが答えです。
先ほどから言われてます 評価方法については改訂指針に
基づき検討して、指針に基づいて適切に評価していくとい
うのが回答です。三方、花折断層の陸域でも一応トレンチ
調査や地表調査なんかもやろうと考えています。

浦底・柳ヶ瀬山断層帯の評価

関電：推本で公表となった断層を含めて、敷地を中心とす
る半径30 の断層については詳細な調査に基づいて、km
断層の活動性とか規模とかを評価しております。

質問：どのレベルの調査を30 までやるんですか。指針km
改訂案では距離に応じて詳細にやりなさいとされているが、
非常に曖昧な表現で留まっている。

関電：美浜発電所であれば、だいたい敦賀半島の付け根
付近から先っぽまでは地表調査を行います。10 弱くらkm
いだと思います。そこは 歩かせていただく。それ以外詳細
な空中写真判読の方はもうちょっと範囲を広げてやります
けれども。音波探査を、原電さんが敦賀３・４号で一部海域
の方やられてますけど、それも補完する意味もあってそれ
以外の所もさせていただく。

質問：「敷地近傍」とは何 なのか。美浜だったら敦賀半km

島の付け根よりも北の部分、これを敷地近傍と理解してい
いんですか。10 が敷地近傍だな。km

関電：敷地近傍では･･･。うーん。美浜発電所の地区で敷
地近傍と言ったら、まわりの集落、丹生の集落とか、そうい
う所までが敷地近傍だと思いますが、その当たりで踏査す
る、地表調査を行うのも、北側と言いましたけど、もう少し
限定された範囲になるかもしれませんが。大体、敦賀半島
については歩くという感じですね。それが近傍かどうかは，
正確に何 が近傍かは申し訳ございませんけれども。大km
体イメージ的には敷地内ボーリング調査。もしかしたら、美
浜発電所の場合は追加で敷地近傍という形で、丹生とか
の集落でボーリング調査を行うかも知れませんけども。

質問：精度の高い地質調査というのは、地表踏査のことか。

関電：それ以外、今言ったように 敷地近傍を含めて、敷地
内を含めてボーリング調査を追加で、数多くさせていただ
く。発電所で70本くらいですか。

質問：ボーリング調査をやるのは、敷地内やろ。

関電：敷地内が一番、メインです。

質問：敷地内というのは10 も行かない。付け根まで行かkm
ない。だから「敷地近傍における精度の高い地質調査」は
実際何を言っているのか。

関電：空中写真判読、地表地質調査、音波探査を実施す
る。（関電からの後日(９14)電話回答では、精度の高い調/
査とは、「従来から敷地の近くは十分、距離に応じて点検
している。今までにやっている調査が精度の高い調査で、
詳細な調査である。具体的に検討しながらやっていく。指
針に沿うような調査である。」とのこと？？？）

リニアメント調査と変動地形学的調査を区別できない！

関電：空中写真判読なんかするときに従来は10 くらいkm
長いリニアメントということで抽出してたんで、今回は可能
な限りリニアメントを細かく抽出するする。そういう意味で精
度の高い調査をやるというふうに 考えていますけど。

質問：リニアメントではアカンというのが変動地形学的調査
が追加された理由 ですよ、その主旨を理解してるのか？

関電：従来から真っ直ぐなものだけをリニアメントだと言っ
て見てたわけではなくって、当然こんなんになってる、少し
曲がってるようなものでも我々はリニアメントとして意識･･･。

質問：ほんなら、何で島根で宍道断層で曲がってるところ、
わからんかったのか。

関電：私からコメントすることは何もございません。（一同騒
然となる）こういうふうに断層があるとわかってて、こちらにリ
ニアメントみたいなんがあって、広島の中田先生がトレン
チを掘られた所のもう少し北側の所を中国電力さんがトレ
ンチで掘ってたんですかね。

質問：活断層というのは見つけようとして判読しない限りは
見つからない。トレンチしてもちょっと１ｍずれたらわからな
い。わからんところをわざわざ選んでトレンチして、ありませ
んでしたというのが電力のトレンチ調査だ。ちょっと南だっ
たらボコッと分かるところが、ない所をわざわざトレンチして
「ない」と言ってる。これはどういうことや 。

関電：それに対して関電がコメントすることはたぶんないと
思う。ただ、分科会の中でも議論されておりましたし、当然
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事業者が行う調査に対してきちっとしたチェックというのは
従来より増してやられることになるんだと思いますけど。

質問：美浜では、三方、花折、熊川でトレンチ調査を実施
しますって書いてあった。ボーリングはやらないのか。

関電：ボーリングはやりません。ただ、敷地周辺。敷地近傍
という形で、美浜の場合どうしても敷地が狭い関係でもし
かすると敷地の外ということで、丹生の集落とかいうところも
あるかも知れませんが。基本的にボーリングは敷地内。大
飯の大島半島の中部ではボーリング調査を行いますけど、
敷地内で。

質問：精度の高い地質調査というのはいったい何なのか。
人によって精度の高いという意味が違う。中田さんが言っ
ているのと巷で言われている「精度の高い」は、全然違う。
なんでこれを問題にするかというと、直下地震の評価につ
いて「マグニチュード6.5」をやめて別の方法でやると言っ
ているんだけど、もっと大きい直下地震が起こる危険性は
あるわけで、 7.3相当の断層の長さが30 だとしたら、そM km
の30 くらいの範囲を詳細に調べないと震源断層が存在km
するかどうかわからない。にもかかわらず 、敷地近辺の中
だけボーリング調査して詳細調査してるから、 7クラスのM
直下地震はありませんよというわけにはいかない。

ボーリングは岩盤強度の確認のため、断層調査ではない

関電：逆に、ボーリング調査、今回も長くって200 くらいだm
ったと思いますので、地下の構造を探るためのボーリング
調査というよりは、岩盤を確認するするためのボーリング調
査だと思いますけど。

質問：だから、ボーリング調査では直下地震の震源となる
断層は見つからないよと。やるんだったら、最低１ 、２ 、km km
ほんまは10 掘らんとわからない。そうはできないでしょう。km

関電：今回予定しているボーリング調査は平均で170 くらm
い。だいたい150 とかそのあたりで 。m

質問：150 くらいね、岩盤の強度を見る。そういう意味でm
は断層調査の所にボーリング調査を書くのはおかしい。

関電：断層目的であれば地表面はトレンチを掘ることもあ
れば、基本的には音波探査、もしくは今だと重力探査みた
いなのがあるんですかね。

質問：結局、地下の構造を見るというふうに指針では要求
してるけど、できないじゃないですか。

関電：少なくとも、我々、さきほどからくり返してます、適切
に評価を、改訂される指針に適した評価を･･･

質問：適切に地下構造を評価すると言ってるけど、厳密に
「地下構造をちゃんとチェックして連動の可能性を検討し
ろ」と指針に書くとできないものだから曖昧にして地下構造
を適切に評価するということにして、100 くらいボーリングm
して岩盤が大丈夫だから地下には震源となる断層はない
でしょうというような判断が「適切」だと留められる、そういう
指針の改訂案になっているんじゃないかと思ってるが。

関電：100 で岩盤は確認すると思いますが、そこから地震m
のうんぬんという評価は･･･。

質問：できないね。

関電：しないんじゃないですか。

質問：その発言も重要で、ボーリングもやるから断層は全

部分かってますという人がおるから。

関電：分からないという表現は不適切かも知れません。

質問：いやいや適切です。（一同笑う）わからないんだから。

関電：数百 いったらどうかわかりませんが、100 とかは岩m m
盤の強度の確認というのが大きな目的ではないでしょうか。
ただ、さきほどのくり返しになりますが、新しい指針であれ
ば震源を特定する地震動と特定しない地震動というのが
あって、当然若狭湾周辺で地震のもとになる活断層を見
つける、それはいろいろやってます 。震源を特定しない方
についても、指針改訂の中でサイトごとにきちっと評価され
ますという話になってますので、一律、従来のような形でマ
グニチュード6.5の直下地震を考慮するというような 話では
ない。サイトごとに適切な大きさを評価して･･･

地下構造をどうやって調べる？震源断層は特定できる？

質問：適切にやってもらうのはいいが、貴方らの調査方法
の中で、新耐震が要求している地下構造を把握するという
調査はどれに対応するのか。地下構造を把握するという調
査はどれなんですか。地表をなめてるだけやね。文献調
査なんて地下構造はわからない。地形調査と言ったって
地表だけやろ。地表地質調査、これもそう。海上音波探査、
これも海底の地表しかわからない。詳細な調査、「など」と
書いてあるけど「など」の中に何が入るの。

関電：我々とすれば、このような調査を組み合わせて･･･。

質問：組み合わせてもアカンやん。（会場騒然と）データな
しでどうやって評価するんや。

関電：それが指針の要求であれば、要求に答える形で･･･。

質問：指針改定案では「地下構造を把握して適切に評価
すべきである」と書かれているが、これをめぐって意見募集
でも問題になった。地下構造を把握して活断層ではなく震
源断層を適切に評価するとか、隣接する活断層の地下で
の連動の可能性を適切に評価するとか、もっと明確に書け
と。ところが、それはこの中に入っているからわざわざ明記
する必要はないということで書かないということになった。そ
れを明記したら困るから、それを曖昧にした状態で「地下
構造を把握して適切にすべき」と言われたら、地表だけ見
て地下構造はわからなかったけど「こんなもんだろう」と、
「これが適切だ」というふうに 言って、これまでどおりで一緒
じゃないかと考えてるんで、聞いてるんですよ。

関電：お答えになってないかも知れないし、すれ違いかも
しれませんが、必要と求められるんであれば、我々は追加
で調査の方はやっていきますんで。

質問：何をするの 。保安院からは地下構造把握するため
のこういう調査やりなさいという指示はないわけ？保安院
が出したフローチャートの中には地下構造を適切に評価
するという項目がありますよ。

関電：今やっている中で適切に評価できると思っておりま
すけど、それで足りなければ必要な調査は追加して行う。

質問：推本がつながっていると主張しているのを、つなが
っていないと言うんだから、そう判断するに足る説得的な
データを出さないと、安全委員会を通らないはずだ、普通
はね。通っちゃうっていうのがおかしいが、今回どうやって
調べるの。

関電：だから申し訳ございません。まだ調査していません。
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質問：野坂断層帯は日本原電かも知れないが、三方断層
帯、これもそう、浦底、これもそう、全部そうと言うわけ？三
方は先っぽの分だけでしょう、原電がやってるのは。

関電：陸域の所はさきほどトレンチを一部行うと言いました。
熊川断層については一部トレンチです。

熊川断層の小浜湾内海底は調査しない

関電：熊川断層についてのご指摘の論文に関しては当社
でも承知しておりまして、大飯３・４号増設にかかわる調査
の一環として小浜湾内と大島半島西側の海域において音
波調査を実施しております。小浜湾内において連続する
ような地質構造が確認されていないということを確認してお
ります。それで実施した敷地前面の海域および 小浜湾内
における音波探査結果によれば、後期更新世以降の地層
において断層活動に起因すると考えられる地層の乱れが
確認されていないことから大島半島中部の断層と熊川断
層とが連動した可能性はないと判断しております。大島半
島中部の断層については第４紀後期の活動はないだろう
と判断しております。熊川断層については第４紀後期に活
動した可能性も考えられることから、耐震設計上考慮する
活断層としては評価しております。

質問：大島半島と熊川断層の間の海底断層が後期更新
世以降活動していないという証拠はあるんですか。

関電：断層じゃなくて、海底に断層に起因した乱れがない
ということを確認しましたと。

質問：その下にはないんですか。切ってるかどうかわから
んけど、褶曲状態になってたら、起きてる可能性はある。
乱れの判断というのも活褶曲とか活構造とか、今度の新耐
震ではそれも評価しなさいというふうになっている。明確な
断層がない場合でも、褶曲構造があれば、断層運動の結
果として褶曲構造があると。そういうことから言って、海底の
乱れがあるかないか、もう１回見直さないと。

関電：今回の追加調査では、ここの所について海域の音
波探査は必要ないと判断してます。褶曲地形があったとし
ても、考慮すべき乱れがないことを再確認して対象からは
ずしているということだと思います。

質問：熊川断層からズーッと大飯原発のすぐ南まで達する
んですよ。２ くらいしか離れていないところ。島根原発とkm
同じような状況になるのでは。大飯原発の設置許可申請
書の中にも「海域までつながっていて大島半島に達してい
る可能性がある」という指摘もあるでしょう。

関電：だから、それは承知しております。

質問：そこを確認することが今回非常に大事になってて、
この大島半島の３ というのが、３ だけ活動してポコッとkm km
そののまま出てくるというのはあり得ない。自然に考えたら
熊川断層と大島半島中部のこれが、枝分かれみたいな形
で連動している可能性の方が高い、変動地形学的に見た
らと思うんですけど。専門の人がそこら辺をどう判断される
かですが。もう１回見直す必要があるんじゃないですか。

関電：必要なところは今回追加調査するという判断をして
発表させて頂いている。この部分については必要ないと判
断しています。今後必要になれば追加調査するかも知れ
ませんが、今のところ調査の必要はないと判断している。

質問：三方と花折と熊川３つ並べて書いてあるが 、むしろ
熊川断層と大島半島中部の関係とか、そっちの方が大事
じゃないですか。大飯原発に近いし、これが連動していれ
ば、直下地震ですよ。マグニチュード7.3くらいいくかな。

関電：その長さから評価すればそうかもしれませんね。

質問：そういう意味では非常に大きな直下地震の可能性を
熊川断層は示している。

関電：ただ、熊川断層も含めて三方、花折含めて、やはり
活動時期、同時に動いたことがあるのかないのか･･･。

地下構造は阪神・淡路大震災が教訓！

質問：同時に動いたのかどうかというのは、阪神淡路のとき
に、大きな問題になったわけでしょう。野島断層だけがポコ
ンと出てきて、六甲断層帯は実際に動いたんだけれど、地
表には何も痕跡を残してないから、地震学者の間では、
「あれは本来の起こるべき固有の地震ではない」というので
「動いてない」ということになっているんです、歴史的には
ね。実際に動いたというデータがなければ、歴史的には痕
跡は何も残らない。それと同じように、いわゆる、連動して
ても実際の痕跡としては出てこない場合が多いんですね。
だから、大島半島中部で更新世後期以降動いてないと言
っても、地下では連動している可能性がある、もっと大きな
震源断層として見たら。

関電：連動といえば同時に動くんだと思いますが、そういう
観点から活動時期を探りにいくというのは、大切なことです
よね。だから、そういう意味で行いますと。

質問：それ、ほんまにやるの？

関電：その調査については具体的には、現地の状況踏ま
えながら、調査方法を検討していく。

質問：地下構造がどうなっているか、適切に評価するため
のデータを取らなアカン。今度の新耐震では地表だけ見
てたらアカンというのが主旨だ、分科会の議論では。指針
の文案ではそこまで書けと言ったのに、書かないで日和っ
ている。そこまでやるかどうかが問われている。貴方らがや
る気あるのかどうかで、あの指針が骨抜きになるかどうかが
わかる。

関電：指針に適応する形で、我々は評価していく。

質問：指針はどっちでもいけるという表現になっている。大
島半島のボーリングというのは深さがどのくらいあるのか。

関電：何 かは書いてない。聞いてないですね。m
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質問：これは断層の調査？岩盤じゃないね。

関電：活動時期を確認するために、ボーリングと地表の地
質調査をする。

質問：深さは150 と考えていい？m

関電：今データがない。

質問：何ヶ所くらいボーリングする。

関電：何ヶ所もしないと思います。多くて数本じゃないでし
ょうか。確認するという意味だと思いますので。

質問：それではだめだ。地下深くで連動してるかどうかを
見るには。

関電：活動時期の確認を行って、連動してるかどうかの確
認になる。ただ、小浜湾の海底の所は過去の調査から見
てつながってないと判断してますし、必要なら海上音波探
査もやる。ここは必要ないと判断している。

質問：小浜湾の調査はかつてのやつで済んでるという考え
ね。だけど、野坂断層の海域延長部については、かつて
関電がどこかのコンサルタント会社にやってもらった調査
によれば、2000年頃の小松原さんの結果とは異なり、「な
い」という結果になっている。同じことが、小浜湾の海底に
ついても言えるかも知れない。伊方でも高知大学の先生
が音波探査をきっちりやったら出てきて、電力会社がやっ
たらわからんかった。そういう例もあった。コンサルタント会
社が悪い、腕が悪いのかもしれないけど。

関電：ではないと思います。そういう評価をしておりますが、
新しい改訂指針に適した評価を行うために、必要なデータ
は必要なら追加で取ってきます。今そういう観点で見て、
小浜湾の海域では必要ないという判断をしています。トレ
ンチ調査から活動時期の方を再度みて、もしあれば改め
て判断していかなアカンかもしれない。

モチベーションに欠けるから発見できない

質問：直下地震のマグニチュード6.5については 、7.3くら
いまで高めなさいという議論が耐震指針検討分科会で出
たけれども、7.3までの既往最大を設定するのはいけない
という反論もあって設定しないことになった。その理由はと
言ったら、マグニチュード7.3を設定したら電力会社が調査
の意欲を失うから、電力会社のモチベーションを高めるた
めに既往最大を設定しないという論理で否定されたんで
す。ご存じないの。

関電：これはそうじゃないと思いますけど。

質問：それなら入倉さんに「私らは既往最大設定されても
しっかり調査します」と言ったらいい。今聞いてたら、そうい
うモチベーションが感じられない。必要ならデータを取ると
いう姿勢は、基本的にデータを取らないということだ。

関電：そうじゃないです。評価に当たってデータが不足し
てたらデータを取るわけです。

質問：地下構造がどうなっているかわからないのに判断す
ると言うんでしょう。貴方らは取らないと言ってる、地表だけ
見て。入倉さんが期待してるモチベーションは最初からそ
もそもないということだ。

関電：ないわけではないと思いますが。

質問：我々はその主張はおかしいと言った、意見募集で。

入倉さんは電力会社に対する思い入れが強くって、電力
会社は期待に答えて頑張ってもらわなければならない。

直下地震の想定は地震の規模ではなく揺れの大きさ？

関電：我々は少なくとも震源を特定しない地震というものに
対して、従来のマグニチュード6.5というような決め方は適
切ではないという判断をさせてもらった。

質問：我々も適切じゃないと思っている。

関電：考え方は少し違うかもしれませんが（一同爆笑）。そ
れはやっぱりそういうものが起こりうるというのではなくって、
やはり考えるべき大きな地震動としてどの程度のものがい
いんだろうと。マグニチュードというような地震の大きさで決
めるんじゃなくって、実際建物としてどのような揺れがある
のかという観点から決めていくのが適切だろうと判断してい
る。それが単にマグニチュード7.3だと事業者のモチベー
ションが下がる、そういうものではなくて、地震の大きさで決
めるのではなくて、実際の建物、岩盤の揺れで決めていき
ましょうというほうがより適切であるというのはご理解･･･。

質問：それだったら観測データでいわゆるマグニチュード
７.3まで、例えば、マグニチュード7.3にしても、地表に全然
地震断層が出てこない地震があるわけでしょう。

関電：あるんですか。

質問：鳥取県西部地震がそうだった。その地震観測記録
があるわけで、それを入れたら、今のマグニチュード6.5の
地震の応答スペクトル を大きく超えちゃう。それをやりなさ
いというふうに意見募集を出したら、「そこまで考えたら、モ
チベーションが下がるからアカン」といって拒否された。

関電：鳥取県西部地震は、電力中央研究所の･･･。

質問：あの論文ね、あてにならん、読んだけど。

関電：だめですか？

質問：だめです。

関電：我々からすると、やはり評価できると･･･。

質問：震源断層とは全然違うところにリニアメントがあるから、
そっちで評価できるという議論だ。震源断層とは全然関係
ない議論だ、あれは。

震源を特定せず策定する地震動は、サイトごとに判断？

関電：宍道断層の所でいろんなことが起こっておりますの
で。調査を過信することなく、謙虚に考えて新しい指針に
適した評価を行っていく。日本電気協会で今いろいろとや
られている話はご存じだと思いますが、あれはあれで一律
に適用という話ではないですよね。改訂指針を読む限りで
はサイトごとに判断して適切な大きさでという話になってい
ますので。当然震源を特定するものについてはきちんとし
た調査を行う。震源を特定しないものについても判断し、
その総合評価としての地震動ということになると思います。

質問：地下構造をきちんと調べないと地震の規模は分から
ないということは納得してもらえたんですか。

関電：改訂指針に基づいて断層について適切に評価して
いくということは当然求められていくことだし、必要なことは
やっていく。まだ指針は改訂されておりませんし、原子力
安全・保安院から指針に沿った形で評価指示が出ることに
なっておりますので、それに基づいてどのような評価をして
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いくかというのを踏まえて検討させていただくというのが今
のお答えです。

質問：震源を特定せず策定する地震動ですが、今電気協
会で検討しているのはサイトごとにつくるとおっしゃった･･･

関電：なんか、そういうふうに。どうなるかわからないですね。

質問：これが、分科会でも大激論になったんです。全国共
通サイトで考慮すべきものであって、その地震動の伝わり
方については地盤の影響で少しは変わるかもしれないが、
基本的に考慮すべき地震動のスペクトルは一緒だと。とこ
ろが、サイトごとやという意見が出て、サイトごとだとどうやっ
て策定するのかと、また曖昧になった。実際、美浜でどう
やるのか。大飯、高浜も。

関電：電気協会のドラフトで正式にはなっていませんが、
その中で検討されているのは一つの考え方としてはあると
思うが、ただ、くり返しになるが、サイトごとの評価をしてい
ただけるので、考えながら近くにある活断層の評価の方が、
ドミナントに効いてくるようなものであればそれをベースに
することになるだろうし、それが小さいと判断すれば震源を
特定しない地震動の方から持ってくるのかもしれない。

質問：そのドラフト、我々はもっていないが、どういう議論が
されていますか、実際。

関電：日本電気協会、公開の場で議論されている。いろい
ろと主にアメリカのデータだったと思いますが。

質問：地震工学会などで論文が出てるが、あの方式やと、
観測記録を集めて評価したら日本の国内で鹿児島のダム
サイト１箇所しか残らないで、あとは全部リジェクトされて、
それだとあまりにも小さくなってしまうんでアメリカの地震動
を入れてようやく今のマグニチュード６.5と同じくらいまで引
き上げた。あの応答スペクトルをそのまま使うのか、そうじ
ゃなくって別の観測記録の取り方をするのか。

関電：そこは 申し訳ない。我々とすると何とも言い難い、今
は。妥当と判断して頂けるようなものを持っていくんですね、
我々とすると当然。今の指針案ではサイトごとに判断する
となっていますわね。

質問：いや今の指針案ではサイトでの観測記録の有無に
関係なく設定して、評価する時に地盤の周波数特性で評
価する。地震動そのものは共通です。それが地盤でどうい
うふうに伝わるか、ちょっとフィルターをかける、そういう書
き方だ。日本電気協会は地震動そのものを変えるわけ？

関電：そこのところ、どうしていくのか。従来はその地震動
をもってくればいいかなあという考えだと思いますが。

質問：今の議論はアメリカの地震動のスペクトル しか残らな
いんです。鳥取県西部地震をリジェクトしてしまったから。
あれが基本的に効いてるんだけれど。

関電：鳥取県西部地震とか長野県中越地震とかですかね。
確かに電気協会のやつではほとんどがアメリカで、鹿児島
だけじゃなく数例あったと思いますが。

質問：いや、残っているのは鹿児島だけの２つの例。本震
と余震のデータ。それでは余りにも説得力がないというの
で、アメリカのやつをもってきて。

関電：それに替わるくらいきっちりとした調査を行うというこ
とだと思う。今回詳細調査が十分説明できてなかったみた
いなんで。

質問：震源を特定せず策定する地震動というのが非常に
曖昧だということだ。マグニチュード6.5よりかなり小さくなる
可能性がある。

関電：それはないんじゃないか。

質問：だって、アメリカのやつでマグニチュード6.5でしょう。

関電：マグニチュード6.5なんていう言い方が適切なのかど
うかというところもある。発電所の揺れを基準にした時には
マグニチュードだけで6.5や7が良いとかは不適切な表現
だと思いますので。いかに、発電所の揺れがどうかの方が
ベースですよね。

質問：地表の活断層調査では見逃す可能性のある地震動
を評価しようというのが、震源を特定せず策定する地震動
だ。過去の経緯からいうと最大が大体マグニチュード7.3で、
鳥取県西部地震だ。マグニチュード6.5からそこまでは出る
ものもあれば出ないものもあるというのが過去のデータだ。

関電：いやあ。

質問：いやあと言っても、事実はそうなんだ。だからマグニ
チュード7.3まで考えて、そういうのを見逃す可能性がある
ので保険でそれを考えなさいというのが震源を特定せず
策定する地震動の本来あるべき主旨だ。それを既往最大
にしたらモチベーションが下がるから決めたらアカンと。

関電：そんなことは決してないと思います。

質問：モチベーションは最初から下がってるのに。そこは
非常に曖昧だ。

関電：逆に、我々からすると、保安院の方から既設の評価
に対して指導いただくことになりますんで、それに応じて適
切に評価するべく必要なデータは取る。

保安院は「専門家」任せ、専門家は委員を兼任！

質問：言っておくけど保安院は電気協会の言うままですよ。

関電：そんなことはないと思います。

質問：保安院に行ったら「専門委の先生方がおっしゃると
おりです。我々は何も能力ありません」と言うんですよ。貴
方、一緒について来たら良かった。保安院は自分らは調
査能力ありません。判断能力ありません。専門委員会の皆
さんで審議して頂いて、そこで出た意見で我々は判断して
いますと言ったんですよ。

関電：その表現は、我々･･･。保安院さんは審査に当たっ
ては顧問会のようなものを開きながら専門家の意見を聴き
ながら行政判断をされている。

質問：だから専門家が日本電気協会の部会の部会員であ
ったり、そういう兼ねている人が耐震指針検討分科会の委
員じゃないですか。

関電：まあ、兼ねてる･･･

質問：日本電気協会のいろんな専門部会の委員がみんな
ズラーッと入ってる。そこに石橋さんという異端児が入って
「攪乱した」と言って議論になってるわけでしょう。

関電：攪乱したわけではないと思いますが。

質問：「こんなやつ、何で委員にしたんだ」と、怒鳴った人
も居たらしいからね。そういう委員が居ること自身がけしか
らんと思うが。客観的な議論ができないからね。
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関電：そうですよね 。批判的な意見を言うのは必要だと思
いますし。

質問：貴方のような 人が委員になってたら。人の意見をち
ゃんと聞くような。

関電：そうですかね。ただ、正直申しまして６月に調査しま
すと発表させて頂いて、具体的に着手できているのが発
電所の中のボーリング調査だけでして、それ以外につい
てはこれからトレンチ調査の数なんかも含めて２・３ヶ所と
いう形になってますけど、実際には現地を見て判断してや
っていく形になりますし、ボーリング調査も敷地だけじゃな
くて外側についても必要なものはやっていく。海上音波探
査の範囲についても、やっていく形にはなると思います。
具体的にどんなことをやるんやと言われたら、すいません。
そういうものを適切に組み合わせてやっていきますという
お答えしかできません。ただ、結果が改訂された指針に適
した評価になっていないと、当然発電所の評価がリジェク
トされると困ったことになりますので、そういうふうにならな
いように 追加調査が必要なら追加してしていくと。評価も改
めていくという形になると思います。

3kmの活断層は、周囲と連動せずに、どうしてできた？

質問：大島半島中部断層と熊川断層が連動した可能性は
ないと判断しているということだが、「３ だけ地震断層としkm
て現れたと評価するのは地震学的にみて到底考えられま
せん」という質問についてはどうなんですか。

関電：我々の方はたぶん、これが３ で動いたということをkm
確認させて頂いたわけではなくって、熊川と朝倉鼻の、そ
の小浜湾の中央の所ですね、そのあたりについて連動し
ていないというか、そこの間にないと。連動したことがない
というふうに判断しているんですね。そこの ３ だけ動いkm
たんですかと言われても、我々そういうふうな評価している
わけではなくって、それとこれが連動していないという評価
をしているだけです。だからこれを３ だけで動いてるとkm
評価しているわけではないと。動いているか、動いてない
かを評価しているわけではありません。

委託会社で変動地形学的調査ができるのか？

関電：地質調査に携わる業者について、質問書の中に列
挙されている調査会社は現地の事情に精通されている会
社であり、多くの技術者が居ると認識しています。ただ、今
回の調査の委託先がどこなのかについては、今後の契約
ということもありますし、お答えはできません。

質問：ここに書いてある企業以外はないと。

関電：ないことはない。ただ、絶対ないのは、関電興業が
従来地質関係やってましたが、これは環境総合テクノスに
その業務を引き継いでいますので、関電プラントが地質調
査そのものをやるということはないと思います。

質問：環境総合テクノスを含めて、ここに書いてある企業が
受注して調査すると。

関電：まあ。そういう企業ができると我々は思っているわけ
です。

質問：変動地形学の専門家は、こういうコンサルタントは地
質の専門家だが地形はわからないと批判してはるんやけ
ど。変動地形学的調査ができる人が本当に居るのか。

関電：そういうご意見があったということは聞いておきます。

質問：変動地形学の専門家がいるのか良くチェックして、
もし、居ない場合は中田さんとかに依頼して調査すると。

関電：リニアメント、真っ直ぐなやつだけじゃあねえ。クロス
チェックのため専門家に依頼するつもりはないかというご
質問ですが、我々事業者の調査結果は最終的に国へ提
出したあと、厳正な審査により評価されると思っております
ので、そういう意味で独立した専門家にクロスチェックを依
頼することは考えておりません。

質問：中国電力はそれで失敗したけどなあ。結局、調査会
社から上がってきたデータをみて最終判断をするのは関
電なんですか。関電のスタッフが最終判断をするんですか。

関電：細かいことはあれですが、評価して頂いたものを総
合的に判断しております。

質問：総合的に判断をする人はこの方面の専門家なんで
すね、変動地形学とかいうことにもくわしい。

関電：我々土木部門がこういうことに当たっておりますので。
言葉を濁すわけではございませんが、我々としてこういう
専門家が適切に評価している、もしくは適切に評価してい
るという確認をしながら、評価したものはいただくわけです。
それを踏まえて総合的な判断を我々は行っている。

質問：その総合の中には調査した内容に関する判断もあ
るわけですね。もちろん。

関電：調査が適切に行われているという判断を行いながら
やっていく形になると思う。

質問：それができるスタッフがおるということですね。

関電：我々は判断をしておりますので。そういう専門部署、
人間が判断しているということです。その人間をとらまえて
こいつは駄目だとかはそういうのは、どう思われるかはわか
りませんが。我々としてはそういう専門部署の社員が判断
しています。出てきたやつをそのまま鵜呑みにするという
のではなく。

質問：変動地形学の専門家は、活断層を見つけようという
意欲をもって見るから見つかる、活断層を見つけたくない
と思っていたら見つからないと言っている。島根の宍道断
層がその結果だと。変動地形というのは見る人によって評
価が違うらしいんですね。そういう意味では、「活断層を見
つけたら100万円ボーナスやるからちゃんと見つけてくれ 」
と言うんだったら信用されるけど、そうじゃなくって「ウチは
見つけてほしくないけど、貴方らに委託する」と言えば･･･

関電：それはないと思いますけど。

関電の出向社員が調査に関与しているかどうかは秘密

関電：日本原電さんによる敦賀３・４号炉の地質調査と我
々の調査が一部重なっているが、調査の効率化の観点か
ら、当社と日本原電が一部で共同の調査を実施して、同
一会社に委託するようなことを考えている。委託会社がど
こなのかについてはお答えできない。

質問：関電が日本原電へ派遣している土木関係の社員は
これには関係してないんですか。

関電：関係しているかどうかはともかく、各部門から日本原
電さんに出向していますので、当然土木屋さんや建築屋
さんも出向しておりますが、この調査に関わっているかは
わかりません。わかってもお答えしないと思いますね。
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設計時には床応答スペクトルを拡幅して安全側へ
運転中の耐震評価では拡幅せず、ギリギリの評価

関電：新たな地質調査を行った後、どのように耐震安全性
の評価を行うのですかというご質問ですけど、現在国の原
子力安全・保安院の総合資源エネルギー調査会原子力
安全保安部会の耐震構造設計小委員会において、耐震
指針に照らした既設の発電用原子炉等の耐震安全性の
評価手法とか、確認基準に関する基本的な考え方を策定
中であります。ですから事業者は規制官庁からの指示に
基づいて評価を実施するということになりますので、その中
で耐震安全性の評価というのを行っていく予定であります。
耐震指針改訂後に行うプラントに対する耐震安全性確認
をどのように行うかについては現在審議が継続している段
階ですので、その耐震安全性の評価確認方法について
は規制当局の保安院等の指導を踏まえながら検討してい
くということになります。

質問：床応答スペクトル の10％拡幅というのは全原発でや
ってますよね。

関電：設計時に。

質問：設計時と同じ評価をやるのかどうかが一番重要なと
ころで。かなり違うんですよ、やるんですか。

関電：それも踏まえて今確認されておりますので、審議さ
れておりますのでそれに従った形で、10％拡幅が必要な
らやっていきますし･･･

質問：女川の耐震評価では拡幅をしなかった。

関電：拡幅だけの議論ではないと思いますけれども、設計
に際して安全余裕を取りながら、いろんなところで取って
いく中で既設についての安全性評価を行うに当たってどう
いうふうな考え方で行うのかという所で、女川さんの場合は
拡幅を取らなかったということだと思う。

質問：美浜３号の60年運転していいですよという安全・保
安院から７月27日に出された高経年化技術評価報告書で
は、一部の配管で最少肉厚まで減肉したことを想定したら、
耐震性がないとわかったので、実際のデータでやってみ
たら途中で交換することになるからいいんだとか、そういう

床応答スペクト設計用床応答スペクトルの±10％拡幅：
ル は 、地 盤 物
性、建屋剛性、
地盤ばね定数・
減 衰 定 数 、模
擬 地 震 波 の 位
相 特 性 などに
影 響 されて変
わる。機器の固
有 周 期 も ば ら
つ く。これらを
考慮するため、
設 計 時 には 左
図 のように、床
応答スペクトル
を周 期 方 向へ
± 10 ％ 拡 幅 し
ている。女川原

発の耐震性評価では、この拡幅をしなかったため、機器
によっては発生応力が設計時の半分程度に下がった。

議論をしているが、このときは床応答スペクトルの10％拡
幅をやっているんですか。これと同じ方法でやるんでしょう。

関電：これと同じ方法でやるのか、また今回違うと言ったら
おかしいけど、違うのか･･･
（後日の電話回答では、「床応答スペクトルの10％拡幅は
含んでいない。」とのことであった。）

松田式の「活断層の長さ」は「震源断層の長さ」？

関電：松田の式のＬを「活断層の長さ」ではなく「将来の地
震の震源断層の長さ」とすべきではないかというご 指摘で
すが、活断層から想定される地震の規模の評価について
は、改訂される指針に基づいて検討して適切に評価して
いきますというのが今の答えです。震源断層の長さにすべ
きではないのかというご意見は伝えておきますが･･･

質問：そこも分科会では大激論になって、結局、経験式の
特性をよく考えて適応する際には適切に評価しなさいよと
いう文言で収まっている。原子力安全委員会のこれまでの
議論では、松田式は震源断層の長さと地震の規模との関
係を平均的に表すものであるという認識で、それが原子力
安全委員会で報告されて了承されている。それでいけば、
活断層の長さではアカンということになる。ところが、設置
許可申請書では、これまで全原発で活断層の長さでやっ
ている。だから、アカンということになる、全部。阪神・淡路
大震災のあと1998年ころの安全委員会ですよ、震源断層
の長さと地震の規模をつなぐ式が松田の式であると。活断
層の長さとは関係ありませんというのが安全委員会の基本
認識になっているはずなんです。それは知ってるでしょう。

関電：どうしたらいいんですかね。

質問：知ってるでしょうと聞いている。

関電：我々、活断層の長さというものが、我々、どういうふう
に表現したらいいのかわかりませんが、言われているとお
り経験式を用いて断層の長さを判断するときには、経験式
を踏まえ適切に評価することというのが求められている。そ
れに適した評価を今回行っていきますというだけであって、
今の評価がどうなってるかというのはともかくとして･･･

質問：ともかくもクソも、これでいってるんだから･･･

関電：ともかくとしてというのは、今求められているのは新し
く改訂される指針に対してどう考え
ていくかに関しては、新しく改訂される指針に適したような
評価を行っていきますと。その結果、従来の松田の式を使
って地震を評価するのか、また断層モデルを使わせて頂
いて評価するのかいろいろと選択肢は出てくると思います
けど。

質問：違う。応答スペクトル のこれまでの方法と、断層モデ
ルの両方をやりなさいというのが新指針なんです。それは
決定なんです。旧来の応答スペクトル をやるときに経験式
を適応する場合には特性を踏まえてというその文言が･･･

関電：そうですね、ちょっと言葉足りなかったかもしれませ
んが。そういう評価をしてどちらも包含する形で地震動を
策定していくわけですから。

質問：包絡するとは書いてないけど、両方兼ねたらそうなる
けどね。応答スペクトル の方で活断層の長さにするのか、
震源断層の長さにするのかについてご意見募集で、私も
書いたがそれに対する事務局の回答案は、要するに経験
式の特性を踏まえてやるということと、地下構造を評価する
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という２つでこれはカバーしますというようなことを書いてあ
るんですよ。回答にはね。ということは活断層の長さを震源
断層の長さに置き換えるというふうに 、素直にみれば読め
るんだけれど、指針の案の中にはそれが全然書かれてな
い。震源断層の長さで置き換えなさいと「意見」に書いたら、
それを明示することは避けましょうという議論になって曖昧
にされた。だから聞いてるんで、これまでどおり活断層の
長さで行くんですかと。

関電：まあ、ちょっと申し訳ありません。そこは実際に評価
の方、まだ行っているところですので、何とも言い難いと思
いますが、改訂指針に基づき適切に評価するという以外
は今のところ答えはないですね。ただ、長沢さんからそうい
う形で意見公募のときの回答も踏まえて、そういうふうな意
見があったとちゃんと伝えときます。我々とすると、今のとこ
ろは適切に評価するしか言いようが･･･あのう適切に評価
しないという答えはなくって、改訂指針に適したような評価
を行って判断していただくという形になりますし。

質問：基準地震動を策定するためにこれまで設置許可申
請書に出してきたあれが全部この式だから、この式が間違
っているということになれば、震源断層の長さを評価し直さ
ねばならない。全部。それをやるんですかと聞いてる。

関電：それについては先ほども答えたように必要なものに
ついては必要な評価をやり直すと。

質問：必要もクソも。経験式の特性がね･･･。

関電：だから、活断層評価をもし変更しなければならなか
った場合ですね。

質問：いやいや、新耐震ではね地下構造を評価してという
ことと、経験式を使う時はそのまま使ったらあきませんよと。

関電：だから、今までの地震動自身は変わってくるんだと
思いますけど、これまでの活断層の評価について変更し
なければならないようなことが 、先ほど言った、連動するこ
とも含めて、判断して、もし変わるんやったらね 、その変わ
った活断層の評価に基づいて我々が評価していく形にな
りますよねと。基準地震動の策定に当たってはね、と思い
ますけど。

質問：ということは、活断層の長さでなくって、ここは震源断
層の長さで当然考えると。

関電：いや、だから、我々、そこは、言葉を濁して申し訳け
ありませんが、我々が今言えるのはそういうことだけです。

質問：だから、そこがね、これまで通りになるんちゃうかとい
うことで、我々は批判している。分科会は明確に書くことを
拒否し、曖昧にしている。関電さんがどっちに行くかで決
まるんです。特性を踏まえてこれまでどおり活断層の長さ
で行きましたというふうになるんちゃうかと心配してるわけ
ですよ。

関電：少なくとも頑なに昔の評価で固執してやるわけでは
なくって、新しい地震動をつくってそれできちっと判断して
いくというのがベースと思って頂いた方がいいんじゃない
かと思いますので。

大崎スペクトルはそのまま使う？

質問：大崎スペクトル の根幹に関わるんです。結局、大崎
スペクトル はやっぱり使うんですか、あのまんま、今までど
おり。

関電：経験式の方からいくとそうなるんでしょうね 、きっとね。
私が今言ってしまって良いのかわかりませんけど、そうなる
かどうかわかりませんからね。

質問：大崎スペクトル はね実際の観測と合わないと。

関電：女川で一部。

質問：女川だけじゃなくって、ほかの内陸型の地震でも合
わないのがいっぱいあるわけです。そういうものを知りなが
らやっぱりあのまんま使うんですか。

関電：今、少なくとも幸いにして、関西電力周辺では、断層
起因型になっておりますんでね。

質問：それでも合わないですよ。大崎スペクトル は。

関電：厳密に合う必要があるのかどうか。

質問：安全側になったらいいんだ。安全側になってないか
ら問題だ。だって基準地震動が超えられるようではアカン
やん。阪神・淡路大震災は長周期側だけど超えられてしま
った。

関電：その当たりを含めて、我々は今回長周期側も延ばす
ような形を考えてるんだと思いますけど。少なくとも電気協
会のあれを考えると、延ばしてます。今後どうなるか知りま
せんよ。でも、電気協会で議論して震源を特定しないよう
なときには、長周期側を延ばすようなことをされてました。

質問：肝心は短周期側だ。煙突は長周期だが。

関電：機械は剛設計にへばりついてますんで。

質問：中越地震のデータを見たら、明らかに大崎スペクト
ルで800ガルくらいの加速度になるところがね、1200ガルと
かいう値になっている。そういう例が実際あるわけです。だ
から大崎スペクトル を使うということがね、もしそのまま使う
としたら、ずいぶん破綻したのを使うことになると思うが。

関電：従来の手法プラス断層モデルというので評価してい
く形になるんだと思いますけどね 。いかんせん、今後の指
導に基づいて進めていく形になると思いますので。

震央は、活断層のまん中に置く？適切に使い分け？

質問：震央の設定はどうするんですか。活断層の真ん中に
今置いているから、非常に遠い所に設定することになるけ
ど。美浜なんかそうでしょう。すぐ近くまで断層が来ていて、
断層最短距離なら数 なのに、活断層の真ん中に震央km
を置くから10 ぐらい離れてしまう。km

関電：これも、今は適切に評価してまいりますと･･･

質問：ちょっと待って。これは断層の評価と関係ない。この
松田の式を使う時に震央をどう設定するんですかという基
本的なところですよ。震源の設定の問題。

関電：そこについては震源距離を用いるのか、断層最短
距離を用いるのか、それは考えさせていただきたい。経験
式によって使い分けの方法を考えていきたいというのが一
つですけれども、ただ、実際は断層モデルが今後主体に
なってくるかと思いますけれども。その場合は敷地と断層と
の位置関係、それぞれ震央がどうのこうのじゃなくって、断
層そのものを評価していく形になるのかなと思います。た
だ、経験式を使うと１点ポッという形になってしまいますの
で、どこに置くかは大きい問題だと思いますけど。それは
適切に考えていきたいということしか。断層最短距離を使う



- -14

のか震央距離を使うのか。

質問：どこでも議論されてへん。分科会でもどこでも議論さ
れてないので、どうするんですか。

関電：ま、ちょっと、今のところ、これを使う、あれを使うと、
経験式の使い分けを考えていきたい。使い分けをしていく
んでしょうね。適切な。

質問：適切ねえ。松田式を使うけど、断層によって使い分
けをするということだな。遠いとこでは断層最短距離で、近
いとこでは震央を活断層の真ん中に置く。原発に有利な
方向へ。

関電：震央距離と断層最短距離で大きく違いますね、近い
とね。ということではないと思います。

質問：使い分けするという、我々から見たら都合の良いよう
に使い分けるんちゃうかと勘ぐりたくなるけど。

関電：適切にという意味で使い分ける。（一同爆笑）

質問：適切にが不明確だから言っているんだ。分科会も、
表現を明確にしなさい、曖昧さのないようにしなさいと言っ
たら、明確にしたらアカンと、曖昧にする方向でまとまって
しまった。

断層モデルも「適切に評価」

関電：今お答えできるのは、検討して適切に評価していき
ますということであります。ただ、断層モデルによって地震
動の評価を行う場合は、各種のパラメータについては、例
えば入倉レシピとかによって設定されることになりますけれ
ど、そのようなものを必要に応じて各パラメータを変動させ
た場合の検討も実施することになると考えております。基
本的には指針に基づいてこれから検討していくことになり
ます。ちょっと中身は知らなくて申し訳ないんですが、入倉
レシピが設定の基本的な考え方としてあり、その考え方に
基づいて設定する形になると聞いております。

質問：入倉レシピとか推本が出しているレシピとかいくつか
ありますけど、実際に起こった地震でどうかという形でいろ
いろやってますけど、レシピどおりになってないですよ、結
局ね。何やってるかというと、実際に起こったやつに合わ
すでしょう。そしたらレシピからはずれてるんですよ。

関電：はずれが出てくるんですか。

質問：はずれてるんです。なぜそうしなきゃならないか。な
ぜレシピからずれるのかということは何も書かれていない。
だから、あのレシピもそんなに絶対的なものじゃない。しか
も入倉さんの論文なんか見てもそうだけど、パラメータに幅
がものすごくある。一ケタくらい違うんですよ。どれだけ幅
を持たせるのかで最終結果がずいぶん違ってくる。しかも、
レシピには誤差幅の議論が一切ないんです。だから、レシ
ピというのは、おおざっぱなことはわかるかもしれないけど、
本格的にどれだけの信頼性を持って頼れるものかというの
は未知ですよ。

関電：ご意見としてうけたまわります。ただ、各パラメータ変
動させた状態で振れ幅、地震動の振れ幅ちゃんと見て適
切･･･

質問：たとえば、アスペリティの位置あるいは面積にしたっ
ていくらでも可能性がある。だから地下構造を調べないか
ぎり、どこにアスペリティがありそうだなんてわからないわけ
でしょう。それを調べたってほんとにわかるかどうかわから

ない。

関電：たぶん断層モデルとサイト周辺のアスペリティがよく
効いてくるんだと思いますけど。

質問：いままでアスペリティがよく分かってるというのは地震
が起こって、そいつの解析してみたらこうなってますよとい
うんですよ。

関電：そういうご意見はうけたまわりますけれども。ただ、こ
こは言えるのは美浜についてアスペリティを発電所の下に
置きますとか、北に置きますとか 、南に置きますとかという
のは、今お答えできませんので。今できるのはこういうふう
な入倉レシピ等を使って、設定の方法を考えていきますと。

質問：関西電力の専門家は、アスペリティの位置とか応力
降下量とかを評価できると思ってるんですか。

関電：評価に際して適切に評価して設定していく形になる
と思います。自信のないような評価を行うのではなくって自
信を持った評価を行う。

質問：地震が起こってみないとわからない。

関電：そういうふうに 言われてしまうと。

質問：これは女川でもそうだが、宮城県沖地震が実際に起
こるまでは推本のモデルだって妥当だと思われていたん
だけれど、実際起きてみたらあの推本のモデルも超えてし
まった。

関電：ちょっとね 。

質問：だから、ある意味では、断層モデルでは実際より下
に来る場合が多いんですよ。だから安全サイドに上側に設
定するとかいうようなことを本来はせなアカンのにそれをや
ろうとしない。女川の場合でもそうだった。原発のサイトで
取った観測記録は公表されないんですか。マグニチュード
４とか５とか。小さい地震の。小浜の地下岩盤での記録とか
ここ数年のやつは公表されているけど。基本的には断層
モデルは要素地震の組み合わせだから、小さな地震の敷
地での観測記録を見れば、大体見積もれる。断層モデル
で評価しようと思ったら、それをやるでしょう。

関電：実際に発電所でどのように 揺れてるか一番効きます
ので。

質問：観測記録を公表してもらえませんか。公表してもらっ
たら、断層モデルを我々で評価できるから。

関電：ちょっと言っておきます。聞いておきます。

下位の破損が上位へ波及しないことの確認は？

関電：耐震クラス下位の機器の破壊が耐震クラス上位の機
器に影響しないことをどのように確認するのかというご質問
ですが、耐震指針改訂後に行われるプラントに対する耐
震安全性の評価・確認をどのように行うのかについては、
現在耐震指針改訂案の審議が継続されている段階であり、
耐震安全性の評価・確認方法については、今後、国の規
制当局の指導を踏まえながら我々としても考え、検討して
いきますいうのがお答えです。

質問：この規定は現行の指針に書いてあるとおりで 、変更
ないんですよ。既設の原発についてやっているはずなん
です。どういうふうにしたのかを言ってください。

関電：過去のやつの。現行の波及的影響の考え方ですか。
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今すいません、言えるネタがございませんので。

質問：現行指針でどうやってこれを確認したのか、宿題。

関電：次回･･･。（後日の電話回答では、「重要度のクラス
が上位確認、波及影響の確認については、設置許可申請
書において基本方針を記載している。その基本方針が耐
震設計審査指針に適合するものであることについて。安全
審査で確認されているものである。基本方針に基づいて、
詳細設計段階で上位の耐震クラスの設備での周辺に設置

その破損に伴う落する下位の耐震クラスの設備について、
下や転倒などにより上位クラスの設備に影響が及ぼすこと
がないように地震動を考慮して破損しないことを評価確認

」つまり、「落下や転倒」による機械的影響しか考している。
慮していない。）

高経年化対策はきちんとした「管理」で

関電：30年以上運転しているプラントについての耐震安全
性についてですが、30年を越えるプラントは、法律に従っ
て高経年化技術評価を実施しております。現状の知見、
国内外プラントの運転経験、評価対象プラントのこれまで
の検査や取替え実績などから、運転開始後60年を想定し
て健全性評価を実施してます。耐震性に影響を与える経
年変化事象、たとえば、減肉、疲労とか、それとひび割れ
等が想定される場合は、経年変化事象を想定した新しい
評価を行って安全性が確保できることを評価しております。
管理については、通常の保全に加えて、経年化技術評価
で60年を想定して長期的に取り組んでいく事項について
は、こういうことが長期保全計画で重要だということであれ
ば、それを進捗管理して定検ごとに点検・交換をしていく、
その結果を国に報告していく、ということになります。高経
年化の技術評価それと長期保全計画については10年こと
に再評価していくことになっていますので、そういう形で30
年を越えるプラントについての耐震安全性についても評
価していく、管理していくことになります。

衝撃破壊・衝撃座屈は「未解明」？？

関電：兵庫県南部地震で構造物の被災原因の一つとして
衝撃的な力が作用した可能性があると言われております
が、我々としては、それがそうなのか、確証は得られていな
いと考えています。原子力発電所など重要な施設につい
ては、我々が考える最大の地震に対して十分余裕を持た
せた設計をしておりますので、詳細な地震応答解析によっ
て精度の高い地震力の評価をおこなってますので、耐震
安全性については問題ないものと考えています。

質問：衝撃破壊に対する十分な余裕って何ですか。

関電：衝撃破壊という意味じゃなくって、今考えている地震
に対しての。

質問：地震動でしょう。

関電：はい。それに対して十分な余裕だと。

質問：衝撃破壊、衝撃座屈に対してはどうなんですか。現
象として起きている。この肉厚の分厚い鋼柱がボコンと横
に破断した。これの原因はまだ解明されてない。

関電：そういう意味でおっしゃってる兵庫県南部地震のそ
ういう現象と衝撃的な力が作用した可能性は確証が得ら
れてないと考えています。建築物に関しては比較的長周
期の水平地震力によるという見解が示されていたかと思い
ますが、これに対して原子力発電所の同様な鉄筋コンクリ

芦屋浜シーサイドタウンにある約
40cm四方・肉厚5cmの中空箱形
鋼鉄柱416本中53本が破断した

ートの壁式構造のものではほとんど被害がなかったという
ことから、粘りを示すようなじん性が低下しないことが実験
的に確認されているのではないかとは思うんですが。

質問：破壊モードは脆性破壊的ですよ。延性破壊ではなく。

関電：鉄筋コンクリートでは変形する速度が大きくなっても
粘りを示すじん性が低下することはないと思ってますんで。

質問：こういう破壊が起きてしまってる。柱の支持点じゃな
くって中間で破断してるんです。普通、応力の一番強いと
ころは支持点ですよ。支点。真ん中で破断するというのは
ほとんどあり得ない。説明がついてないですよ。だから、三
木にでっかい地震振動台ができた、３次元の。あれで、実
際にこの 破断を再現して、原発の格納容器とか原子炉容
器をもってきて同じようにやって破断しなかったらいい。

関電：それがさきほど鉄筋コンクリート構造では、変形する
速度が大きくなっても粘りを示すじん性は低下しないこと
が実験で行われている一つだと思うんですけど。

質問：だけど、破断は再現できてない。破断を再現して、
そういう地震動でやっても破断しませんというんだったら、
なるほどと思うけど、破断を再現できない実験をなんぼや
っても意味ないですよ。

関電：我々は破断しないことの確認をさせてもらっているけ
ど、破断する実験をやって破断する原因を突き止めないと
だめですよというわけですね。

質問：貴方らが使っている地震波は六甲の神戸大学近辺
のあの地震動でしょう。神戸大学の建物は破断してません
よ。破断しないとわかってて、あれを使っても破断しないよ。
長周期が主流だからね 。他方では、こういう大破断が起き
ている。たまたま地震動の観測記録がないだけの話。確証
ないのに、何で十分安全余裕があると言えるのか。

関電：壊れないということを確認させてもらってますというこ
とがお答えでして、若狭ネットの皆さんは壊れることを確認
しないとだめですよということですね。

質問：実際、壊れた。耐震指針検討分科会の回答も「新し
い知見を蓄積していきます」と。そんなんでいいんですかと
聞いている。阪神・淡路大震災で実際にこういう破断が起
きているんだから。こういうことにはなりませんということを実
証してもらわないと。肉厚５センチこういうような太いのいっ
ぱい使ってるでしょう。もっと分厚いやつ、原子力圧力容
器だったら。照射脆化してるところにこれくらいのきたら、ほ
んまにもつんですか。起きてしまってからでは遅い。

関電：今お答えした以上の答えがないので、とりあえず回
答は以上です。タイミングとしてまだ早くてお答えできない。

 


